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有
効
期
限
は

12
月
31
日
ま
で

　

物
価
高
騰
に
よ
る
家
計
へ
の

負
担
軽
減
と
、
地
域
経
済
の
活

性
化
の
た
め
、
町
内
の
各
世
帯

を
対
象
に
、「
地
域
経
済
活
性

化
・
生
活
者
支
援
商
品
券
」を

送
付
し
ま
し
た
。

送
付
対
象
世
帯

　

６
月
20
日
現
在
で
、
町
内
に

住
民
登
録
の
あ
る
世
帯

※ 

発
送
日
時
点
で
世
帯
主
へ
送

付
し
て
い
ま
す
。

送
付
時
期

　

令
和
４
年
９
月
中

※
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付

商
品
券
金
額

　

１
０
，
０
０
０
円
分

有
効
期
間

　

10
月
１
日（
土
）

　
　
　
　
　

〜
12
月
31
日（
土
）

町
内
事
業
者
の
方
へ

商
品
券
の
取
扱
店
を

募
集
し
て
い
ま
す

　
「
地
域
経
済
活
性
化
・

生
活
者
支
援
商
品
券
」の

取
扱
店
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
登
録
に
係
る
手
数
料

は
無
料
で
す
。

　

登
録
方
法
や
参
加
資
格

等
の
詳
細
は
、
町
公
式
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
企
画
空
港
課
企

画
政
策
班
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

登
録
締
切
日

　

11
月
30
日（
水
）

＼このポスターが目印です／

　
「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
」

は
、
公
的
年
金
等
の
収
入
や
そ

の
他
の
所
得
額
が
、
一
定
基
準

額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活

を
支
援
す
る
た
め
、
年
金
に
上

乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で

す
。

　

給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
、

日
本
年
金
機
構（
年
金
事
務
所
）

へ
請
求
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

対
象
者

① 

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
で
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
方

・
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

・ 

世
帯
員
全
員
が
市
町
村
民
税

が
非
課
税
で
あ
る
こ
と

・ 

年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得

額
の
合
計
が
、
約
88
万
円
以

下
で
あ
る
こ
と

② 

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
で
、

前
年
の
所
得
額
が
約
４
７
２

万
円
以
下
の
方

請
求
手
続
き

① 

新
た
に
給
付
金
を
お
受
け
取

り
い
た
だ
け
る
方

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
通
知
が

各家庭に「地域経済活性化・生活者支援商品券」を発送しました

送
付
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
同

封
の
は
が
き（
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
求
書
）を
記
入
し
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
５
年
１
月
４
日
ま
で
に

請
求
手
続
き
が
完
了
し
ま
す
と
、

令
和
４
年
10
月
分
か
ら
さ
か
の

ぼ
っ
て
給
付
金
を
受
け
取
れ
ま

す
。

② 

年
金
を
受
給
し
は
じ
め
る
方

　

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
、

年
金
事
務
所
ま
た
は
住
民
課
国

保
年
金
班
で
請
求
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 

厚
生
年
金
の
記
録
の
あ
る
方

は
、
年
金
事
務
所
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
厚
労
省
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
05
）４
０
９
２

千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
０

住
民
課
国
保
年
金
班

☎（
84
）１
２
１
４

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
へ

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
へ

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
の
お
知
ら
せ

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
の
お
知
ら
せ
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